
募集期間   

令和4年11月21日現在 

本定期預金契約総額の0.01％を当金庫から香川県社会福祉協議会を通じて、下記の事業に寄付いた
します。①子ども食堂をはじめとする子どもの居場所づくりや運営支援、②「今日食べるものがない」という
生活困窮者への食糧支援、③災害時の支援体制づくり。                                                 
寄付金額は、3つの事業の合計で上限100万円。なお、寄付に伴うお客様のご負担はございません。 

●当金庫は、誠実・公正な勧誘・販売を心掛け、お客様に対し断定的な判断の提供、事実と異なる説明及び誤解を招く説明・勧誘は一切
いたしません。●当金庫は、反社会的勢力からの如何なる申込も、一切受付いたしません。●詳しくは、担当者もしくは窓口までお気軽に
お問い合わせください。 

募集期間中であっても、募集金額に達し次第取扱いを終了させていただきます。 

対 象 者 個人のお客様 

お預入れ金額 
１口１０万円以上１，０００万円未満（１円単位） 

※キッズクラブ預金通帳へのお預入れは、１口１万円以上１,０００万円未満 
 （１円単位）とします。 

※原則、新たな資金によるご契約に限ります。 

お預入れ期間 １年（元金・元利自動継続扱いのみ） 

お預入れ形式 スーパー定期預金およびスーパー定期預金３００ 
※原則、通帳式の定期預金（総合口座・キッズクラブ預金通帳を含む）とします。 

年 ０.１０ ％ 適用利率 

募集金額 １００億円 

●金利は初回満期日まで適用いたします。●満期後（自動継続後）は、満期日時点のスーパー定期・スーパー定期３００の店
頭表示金利が適用されます。●上記表示の金利は税引前であり、お受取利息には２０％の税金（国税１５％、地方税５％）がか
かります。ただし、平成２５年１月１日から令和１９年１２月３１日までの間にお受取りになる利息等は「復興特別所得税」が課税
されますので、２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の税金がかかります。●中途解約された場合、当金庫所定の中途
解約利率を適用いたします。●本商品は預金保険制度の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。●本商品はＡＴＭでの
ご契約はできません。 

１１月２１日(月) ～ １月３１日(火) 

令和４年 令和５年 

https://www.takashin.co.jp・ 



令和4年11月21日現在 

高松信用金庫では、香川県社会福祉協議会への寄付を通じて、

様々な課題解決の支援に取り組んでいます。 

https://www.takashin.co.jp・ 

香川県社会福祉協議会 
 〒760‐0017  高松市番町1-10-35  香川県社会福祉総合センター5Ｆ       
 TEL．087-861-0546  FAX．087-861-2664  
 http://www.kagawaken-shakyo.or.jp 

子ども食堂をはじめとする子どもの居場所づくりや安定した運営のために 

 子どもたちが気軽に通える居場所は、食を通じて地域住民と交流しながら、子どもたちが
様々な経験や学習の機会を得られる場として大変重要です。 
 香川県社会福祉協議会では、子ども食堂などの地域の居場所づくりやその活動をサポー
トし、活動している人や団体をつなぎ、そのネットワークを広げていくことで、幅広い世代が
交流し、みんなが安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。 

災害時の支援体制づくりのために 

 近年、地震や津波、豪雨などによる自然災害が多発しています。香川県でも30年以内に
高い確率で発生すると言われている南海トラフへの備えは必須です。 
 香川県社会福祉協議会では、県内の福祉施設や様々な団体、住民と協働し、災害時の生
活を支える災害福祉支援ネットワーク（香川ＤＷＡＴの組成）の構築や災害ボランティア活
動等の被災者支援が円滑に実施できるような体制整備に取り組んでいます。 

「今日食べるものがない」という生活困窮者への食糧支援のために 

長引くコロナ禍において、失業や収入減少によって生活が厳しくなっている方やひとり親
世帯が増えています。香川県社会福祉協議会では、市町の社会福祉協議会等と連携し、適
切な制度につなぐとともに、緊急的な食糧支援に取組んでいます。 


